
明
治
二
十
五
年
三
月
三
士

日

日

刊

一
行

政

機

関

の

休

日

休

刊
〕

罰

三

和

螂

便

饒

哩

可

付

罫

資

料

版

＾
毎

週

水

曜
）

症轟姦 忠 馳。

第 ４０４０ 号

目

〔
省

令
〕

欠

官木曜日平成 １７ 年 ２ 月 ２４ 日

○

電

気

通
信

事

業

報

告

規
則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（
総

鴉

：
ハ
〕

○

食

品

術
生

法

施

行

規

則
の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

＾
口

生

労

側

二

〇
〕

○

温

泉

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正
す

る
省

令
＾
環
蠣
二
〕

〔
告

示
〕

○

市

町

の

廃

置

分

合

の

件

（
機

務

二

三

〇
、

二
＝
＝

）

○

統

計

に

用

い

る

都

道

府

県

等

の

区

域
を

示

す

標

準

コ

ー

ド

を

定

め

た

件

の

一

部
を

改

正

す

る

件

＾
同

二

三

二
〕

○

酪

便

貯

金

法

第

十

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

基

づ

く

一

般

の

金

融

機

関

が
な

い

市

町

村

ω

区

域

を

定

め

る

件

の

一

部

を

改

正

す

る

件

＾
同

二

三

三
〕

○
膚
業
整
記
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
等
の

規

定

に

よ

る

電

磁

的

記

像

の

方

式

等

の
一

部

を

改

正

す

る

件

（
法

揃

一

二
〕

○
商
業
登
記
規
則
第
三
十
六
条
第
四
項
第
一

号

口

及

ぴ

第

二

号

ハ

の

規

定

に

よ

る

⑭

子

証

明

書

の

指

定

に

関

す

る

件
（
同

一

二
二
）

○

配

偶

者

か

ら

の

暴

力

の

防

止

及

ぴ

被

害

者

の

保

護

に

関

す

る

法

律

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

指

定

の

件

の

一

部

を

改

正

す

る

件

＾
同

一

四
）

＝

○

日

本

国

に

帰

化

を

許

可

す

る

件

（
同
一
一
五
〕

○

国

際

連
Ａ
星
以
全

保

障

理

事

会

決

畿
に

基

づ

く

資

産

凍

結

等

の

措

置

の

対

象

を

追
加

す

る

件

（
外

筍

一

〇

一
）

○

国

慣

の

発

行

等

に

関

す

る

省

令

第
六

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き
発

行

す

る

利

付

国

臨
の

発

行

条

件

等

を

告

示

＾
賜

８

六
五
〕

人

向

け

国

償

の

取
扱

機

関

に

な

る
こ

と

泳

で

き

る

者

を

定

め

た
件

の

一

部

を

改

正

ず

る

件

＾
同

六

六
）

２

要
文
化
財
の
管
理
団
体
を
指
定
す
る
件

＾
文
化
庁
五
〕

○

食

晶
、

添

加

物

等

の

規

格

基

準

の
一

部

を

改

正

す

る

件

＾
μ
生

労

〇

三

九
）

○

都

道

府

県

が

行

う

補
助

金

等

の

交

付
に

関

す

る

事

務

の

一

部

を

改

正

す

る

件

＾
同

四

〇
）

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

を

変

更
す

る

件

＾
ｃ

林

水

産

三

三

四

壬

三

四

一
）

○

租

税

特

別

措

置

法

施

行

規

則

第

五

条
の

十

二

第

三

項

第

二

号

口

等

並

ぴ

に

第

二

十

条

の

六

第

三

項

第

二

号

口

等

に

規

定

す

る

経

済

産

業

大

臣

の

行

う

証

明

に

関

す

る

手

続

き

を

定

め

る

告

示

の

一

部

を

改

正

す

る

件

＾
経

済

産

賞
＝
＝
ハ
）

○
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十

九

項

に

規

定

す

る

経

済

産

業

大

臣

ω

行

う

証

明

に

関

す

る

手

続

き

を

定

め

る

告

示

の

一

部

を

改

正

す

る

件

＾
同

三

七
）
．

○

輸

入

割

当

て

を

受

け

る

ぺ

き

貨

物

の

品

国
、

楡

入

の

承

認

を

受

け

る

ぺ

き

貨

物

の

原

産

地

又

は

船

秋

地

域

そ

の

他

貨

物

の

楡

入

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

の

一

部

を

改

正

す

る

規

程

を

定

め

る

件

＾
同

三

八
〕

○

標

準

内

航

遣

送

約

款
（
国

土

交

遍

二

〇

五
〕

○

自

動

章

専

用

道

路

を

指

定

す

る

件

（
九

州

地

方

整

術

局

二

三
）

〉
一一一

一
〇

〔
国
会
ｏ
項
〕

〔
人
口
異
靹
〕

内
閣

法
務
省

〔
叙
位
・
叙
肋
〕

〔
皇
窒
箏
項
〕

〔
資

料
〕

閣
議
決
定
等
享
項

〔
公

告
〕

諸

事

項

○

．、

官
庁有

櫨

者

申
山
山
方
、

司

法

書

士

懲

戒

処

分
、

所

得

税

法

第

一

八

Ｏ

粂

の

規

定

に

該

当

し

な

く

な

っ

た

外

国

法

人
、

鉱

業

法

第

一

八

九

条

の

規

定
、

建

設

業

の

営

業

の

停

止

命

令
関
係

裁
判
所

相

続
、

公

示

催

告
、

失

除
、

除

格

判

決
、

破

産
、

免

責
、

特

別

泊

算
、

船

舶

所

有

者

等

貢

任

制

限
、

再

生

関

係

特
殊
法
人
等

日

本

道

路

公

団

工

事

区

間

変

更

関

係

地
方
公
共
団
体

公

償

抽

せ

ん

・

償

還

＾
東

京

都

区
〕

関

係

会
社
そ
の
他

δδδ≡
一一一≡＝一一≡

一…壷

影

省

令

○

樽

鴉

省

令

第

十

六

号

簑

気

遍

僑

事

箕

法
＾
昭

和

五
十

九

年

法

律

第

八

十

六

号
）

第

百

六

十

六

条

第
一

項

の

規

定

を

実

施

す

る

た

め
、

簑

気

遍

信

事

業

報

告

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る
．

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日繕

務

大

臣

麻

生

太

郎

竈

気

遍

信

亭

桑

報

告

規

則

⑳

一

部

を

改

正

す

る
省

令

竈
気
通
信
箏
業
報
告
窺
則

＾
昭
和
六
十
三
年
郵
政

省
令

第

四

十
六

号
〕

の
一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る
。

様

式

第

七

第

一

表

の

注

－

中

『
一

邊

血

誹
」

を

削

り
、

同

様

式

第

二

表

中

『
蜆
苗

曽

口
」

を

「

血

田
」

に

改

め
、

同
表

の

注

－

中

「
ω
血

排
」

の

次

に
「
津

ｑ

㊤

血

耕
」

を

加

え

る
．

様

式

第

八

第

一

表

の

注

－

中

「
一

岨

舳

井
」

を

削

り
，

同

様

式

第

二

表

中

「
ω

由

曽

囮
」

を

『

血

口
」

に

改

め
、

同

蓑

の

注

－

中

『
蜆
血

井
」

の

次

に
『
涼

呉

岨

血

斗
」

を

加

え

る
．

附

則

こ

の

省

令

は
、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る
。

○
口
生
労
●
讐
令
口
二
十
号

食

品

娠

生

法
＾
昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

三

十

三

号
）

第

十

粂

の

規

定

に

基

づ

き
、

食

品

俺

生

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

ω

よ

う

に

定
め

る
．

一
平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日

厚
生
労
ｏ
大
臣

尾
辻

秀
久

食

品

術

生

法

施

行

規

則

の

一

部

を
改

正

す

る

省

令

会
品
獺
生
法
施
行
規
則

＾
昭
和
二
十
三
年
月
生

省
令
第

二

十

三

号
）

ω

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正
す

る
。

別

表

第

一

中

第

三

百

四

十

九

号

を

第

三

百

五

十

号
と

し
、

第

二

百

七

十

三

号

か

ら

第

三

百

四

十

八

号

ま

で

を
一

号

ず

つ

邊

り

下

げ
、

第

＝

百

七

十

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る
．

二

百

七

十

三

プ

ロ

パ

ノ

ー

ル

附

則は

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

Ｏ

，

幻

省

令

第
一
一
号

温
泉

法

＾
招

和

二

十

三

年

法

律

第

百
一
一
十

五

号
〕

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

基
づ

き
、

温

泉

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る
。

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日環

壌

大

臣

小

池

百

合

子
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温

泉

法

施

行

規

則

の
一

部

を

改
正

す

る

省

令

温

泉

法

施

行
規

則

（
昭

和

二

十

三

年

厚

生

省

令

第

三
十

玉

号
）

の

一

部
を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る
．

踊

六

条

踊

八
号

を

同

条

第

十

二

号

と

し
、

同

条

第

七

号

を

同
条

第

十
一

号

と

し
、

同

条

第

六

号

ω

次

に

次

の

四
号

を

加

え

る
。

七

湿

泉

に
水

を

加

え

て

公

共

の

浴

用

に

供

す

る

場

合

は
、

そ

の
旨

及
ぴ

そ

の

理

由

八

温

泉

を

加

温

し

て

公

共

の

浴

用

に

供

す

る

場

合

は
、

そ
の

旨

及

び

そ

の

理
由

九

温
星

を
循

環

さ

せ

て
公

共

の

浴

用

に

供

す

る

場

合

は
、

そ

の

旨

＾
ろ

過

を

実

施

し

て

い

る

場

合

は
、

そ

の

旨

を
含

む
。
）
及
ぴ

そ
の

理

由

十

温

見

に

入

浴

剤

＾
着
色

し
、

着

番

し
、

又

は

入

浴

ω

効

果
を

高

め

る

目
的

で

加

え

る

勒

質

を

い

う
。

た

だ

し
、

入

浴

す

る

者

が
容

易

に

判

別

す

る

こ

と
が

で

き

る

も

の

を

除

く
，
）
を

加

え
，

又

は

温

泉

を

消

毒

し

て

公

共

の

浴

用

に

供

す

る

場

合

は
、

当

該

入

浴

剤

の

名

称

又

は

消

毒

の

方

法

及

ぴ

そ

の

理

由

附

則

＾
施

行

期

日
）

工

こ

の

書

令

は
、

公

布

晒

日

か

ら

起
算

し

て

三

月

を

経

過

し

た

日

か

ら

施

行

す

る
．

た

だ

し
、
次

項

の

規

定

は
、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る
。

＾
経
過
措
置
）

２

こ

の

省

令

の

公

布

の

際

現

に

温

泉

法

（
以

下

「
法
」

と

い

う
。
〕
第

十

四

条

第
一

項

切

規

定

に

基

づ

く

掲

示
を

し

て

い

る

者

又

は

同

項

の

規

定

に

基

づ

く

掲

示

を
し

よ

う

と

す

る

者

は
、

こ

の

省

令

切

施

行

前

に

お

い

て

も
、

こ

の

省

令
に

よ

る

改

正

後
の

温

泉

法

施

行

規

則

第

六

粂

各

号

に

掲
げ

る

暮

項

を
法

窮

十

四

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

都

道

府

県

知
事

＾
地

域

倶

健

法

＾
昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

一

号
〕

第

五

粂

第
一

項

の

政

令

で

定

め

る

市

又

は

特

別

区

に

あ

っ

て

は
，

市

長

又

は

区

長
）

に

届

け

出

る

こ

と

が

で

き

る
。

３

こ

の

省

令

ω

施

行

前

に

前

項

の

規
定

に

よ

ｏ
さ

汽

た

届

出

は
、

こ

の

省

令
・
の

施

行

切

日

に

お

い

て

法

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

さ

れ

た

届

出

と

み

な
す
。

告

示

○

機

疵

讐

告

示

簑
一
一
百
一一一
十

号

市
町
の

廃
ｎ
分
合

地

方
目
治
法

＾
岡
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
ｖ

第

七

粂

第

一

項

の

規

定

に
よ

り
、

御

淳

郡

御

滝

町

及
が

児

島

郡

肥

崎

町
を

魔

し
、

そ
の

区
域

を

岡

山

市

に

紀

入

す

る

旨
、

岡

山

県

知

■

か

ら

届

出

が

あ

っ

た

の

で
、

同

粂

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

告

示

す

る
．

右
の

処

分

は
、

平

成

十

七

年

三

月

二

十

二

日

か

ら

そ
の

効

カ
を

生

ず

る

も

の

と

す

る
。

平
成

十

七

年

二

月

二

十

四

日総
務
大
臣

麻
生

太

郎

○

総
芯

省

自

小
第
一
一
百
一一一
十

一

号

、

，

市

町

の

廃

ｏ

分

合

地
方
自
治

法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
〕

第

七

条

篤

一

項

の

規

定

に

よ

り
、

八

幅

浜

市

及

ぴ

西

宇

和

郡

保

内

町

を

屍

し
、

そ

の

区

域
を

も

っ

て

八

帽

浜

市

を

設
ｎ

す

る

旨
、

愛
擾

県

知

事

か

ら

届

出

が

あ

っ

た

の

で
、

同
条

窮

六

項

の

規

定

に

墓
づ

き
、

告

示

す

る
，

右

の

処

分
は
、

平

成

十

七

年

三

月

＝

十

八

日

か

ら

そ
ω

効

カ

を

生

ず

る

も
の

と

す

る
．

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日樽
癌

大
臣

麻
生

太
郎

○

繕

蔑

省

告

示

覧
一
一
百

三

十
一
一
号

統

計

に

用

い

る

都

道

府

県
等

の

区

域

を

示

す

榎

準

コ

ー

ド

を

定

め

た

件

＾
昭

和

四
十

五

年

行

政

管

理

庁

告

示

第

四

十

四

号
）

切

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

し
、

平

成

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

遺

用

す

る
。

平

成

十

七

年

二

月

＝

十

四

日総
務
大

臣

麻
生

太
郎

別

表

２
、
曽

毬

国

遍
」
の

項

中

臼
８

弐

嬰

Ｎ
旨

藩

園

割
」

コ

８

認

冨

嵜

Ｈ
昌

潮

図

を

Ｈ
富

鰻

菖

図

に

改

め

る
目

Ｈ
竃

謎

共

図

ｓ
ｏ

尋

嬰

胆
昌

聖

覇
」

○

膣

竈

竈

告

示
第
一
一
百
一一一
十
一一一
号

郵

便

貯

金

法

＾
昭

和

二
十

二

年

法

律

第

百

四

十

四

号
〕

第

十

条

第

一

項
た

だ

し

書
の

親

定

に

基
づ

き
、

平

成

十

五

年

総

務

省

告

示
第

百

十

八

号

｛
郵

便

貯

金

法

篇

十

条

鏑

一

た

だ

し

書

の

規

定

に

基
づ

く

一

股

の

金

縢

働

関

が

な

い

町

村

の

区
域

を

定

め

る
件
）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

す

る
。

平

成

十

七

年

二

月

二

十
四

日麓
務

大
臣

麻
生

太
郎

第

三

万
及

ぴ

第

四

号

を
萬

り

第

五
号

を
第

三

号

と

し

第

六

号

か

ら

第

八

号

ま

で
を

二

号

ず

つ
饅

り

上

げ
、

第

九

号

及
ぴ

第

十

号

を

削

り
、

第

十

一

号

を
第

七

号

と
し
、

第

十

二

号

を

第

八

号

と

す

る
。

附

則

工

こ

の

告

示

は
、

平

成

十

七

年

四

月
四

日

か

ら
適

用

す

る

，

２

こ

の

告

示
に

よ

る

改

正

前

の

平

成

十

五

年

総

務

省

告

示

第

百

十
八

号

に

帽

げ

ら

れ

た

区

域

で

あ

っ

て
、

こ

の

告

示

に

よ
る

改

正

後

の

平

成

十

五

年

総

務

省

告

示

窮

百

十

八

号

＾
以

下

『
新

告

示
」

と

い

う
。
〕
に

掲

げ

ら

れ

た

区

城

以

外

の

も

の

に

係

る

新

告

示

の

適

用

に

つ

い
■

は
、

平
成

十

七

年

四

月

四

日

か

ら

平

成

十

七

年

十

月
口
一

日

ま

で

の

間

に

限

り
、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る
．

○

法
務
省
告
示
第
百
十
二
号

商

業

登

記

規

則

＾
昭

和

三

十

九

年

法

脇

省

令

第

二

号
〕

第
三

十

六

条

第

二

項
，

第

三

項

及

ぴ

第

四

項

各

配

以

外

の
部

分

の

規

定

＾
こ

れ

ら

の

規

定

を

他

の

省

令

に

お

い

て
樽

用

す

る
坦

合

を

含

む
。
）
に

基

づ

き
、

竈

磁

的

記

倶

に

晴

報

を
記

優
す

る

方

式

等

を

定

め

る

件

＾
平

成

十

四

年

法

涜
省

告

示

第

百

一

号
）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る
．

こ

の
改

正
は
、

平

成

十

七

年

三

月

七

日

か

ら

効

力

を

生

ず

る
．

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日法

務

大

臣

南

野

知

恵

子

Ｎ

θ
巾

｝

営

聞

眞

章

ｅ

関

ヰ
｛

『
巖

靱

“
へ

×

“
」

酎

『
囲

搬

贈

剖

蕗

溺
－
由
批

θ

Ｎ

［
勘

耐

叫

び
む

蔵

昌

間

賊
」

Ｒ

黒

母
一

Ｍ

畔

ω

～

叫

小
。

－

θ

涛

［

涛

ｓ

片

甘

［

旨

沖

軸
＾

帽

謝
淋
鵠

田
煎

＾
爵
曽

竃
＃

蹄
描

醤

覇
｝
）

甑
弓
叛

糊

｛

湿

［

満

時

叫

び

＾

議

晋

剖

醐

♪

ｓ

罰

囲

θ

吋

坤
蝸

ε

蔑

獅

“
べ

×

“

莇

剖

螂

叫

び

】

Ｈ
べ

宇

θ

誌

叫
蝦

蔑

獅

弍
べ

Ｎ

“

円

剖

蟻

吋

小

〕

Ｈ
べ

寺

ｓ

憩

叫

蝸

再
一

淳

→

ｅ

～

缶

ｏ

～

叫

心
。

、

】
『

べ
」
∫
叶

¶

十
ｘ

了

煎

乳

ｄ

部

蝸

叫

小
’

一

斗十 杜

】

㍉

べ

守

｛

弄

「
〔
甫

輔

θ

曲

蟄

－

弓

洪

Ｈ
」

庁

「
一

二
甫

軸

ｅ

｛

尋
）
」
θ

料

剖

灘

両
■

ゆ

述

冒

料

柵

眞

ユ

～

叫

小
＾

料

冊

ｕ

Ｉ

τ

両
一

ｖ

〕

了

』

Ｈ

ω

酎

虚
－
刮

ｒ
■

叫

〉

■

ゆ

述

料

珊

ｄ
奇

爵

叫

か
。

洋

討

ｒ

』

Ｈ

ω

屏

冨

婁

高

砂

冊

き
揖
｛
二

団

竃

貫

端

肖

制
’

２

日

ｏ

醐

諦

－

吋

室

賞

閉

料

柵

津

ｑ

ミ

守
ｏ
百
羊
齪
享

珊

柑

痢

由

叫

か

〔

庁
貢

ｄ

叫

母

，
。

料

判

、

斗

｝

７

貢
■
『
；

蜆

語

醤
」

演

両

「
室

ω

μ
｝

ゼ

“
」

肺

蔵

韮

叫

ぎ

庸

苗

叫

曲

舛

判

茸
■

…

斥

昌

呂

津

㊧

ミ
｛
目
畠
目
幸
血

㊧

駝

斗

ｄ

｝

暢

砕

蘭

灘

叫

伽

〔

庁
誉

｛

映

か
σ

ｓ

庁

叫

血
。

“

“

＾
→
顯
庁
）

茸

癖

註

ｒ

＃

■

び

ｓ

什

叫

び
。

“
→

司

カ

料

“

ｓ

図

宮

ｏ

蝸

［

片

日

鴫

皿

曽

頃

魍

母

曲

φ

両
一

ｘ

〉

Ｉ

ｘ

＾
愉

沖
）

榊

海

邊

叫

び

苗

θ

～

吋

か
．

“

騨

叫

丑

ｄ

膚
誼

叫

か

ヰ

蝉

ｓ

簸

誰

口
一
「
１
」
＾
㌣

】

７

－

Ｈ

㎝

θ

ｏ
肖

竃
岨
句

（
図

姑

一

冨

旨
）

砕

繭

詞

吋

か

研

θ

庁

叫

出
’

叶

露

数

、

べ

×

“

丙

亘
一

】

斗

￥

、

芦

愈

苗

ｒ

輔

τ

φ

ｅ

～

叫

か
。

§

～
『

さ
『
ｓ
峠
べ

×

一
蟹

獅

“
べ

ｘ
灯

而

剖

堕
叫

小

〕

『
べ

÷

θ

専

べ

×

籟
■

一

〕

、

べ

宇

雌

所

ｏ

蜆

重

蜆

眞

→

庁

叫

出
。

○
法

竈
讐
告

示
第
百
十
三
号

商

業
豊

記

規

則

＾
昭

和

三

十

九

年

法

務

省

令

第

二

十

三

号
〕

第
三

十

六

条

第

四

項

窮

一

号

□

及

ぴ

第

二

号

ハ

の

規

定

＾
他
の

省

令

に

お
い

て

準

用
す

る

均

合

を

含

む
，
〕
に

基

づ

き
、

法

脇

犬

臣

の

指

定

す

る

竈

子

証

明

■

を

次

の

よ

う

に

定

め
、

平

成

十

七

年

三

月

七

日

か

ら

施

行

す

る
。

な

お
、

平

成

十

四

年

法

拐

省
告

示

第

百

二

号

は

廃

止

す

る
．

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日法
窮

犬

臣

南

罫

知

息

子

一

商

業

登

記

規

則
第

三
十

六
条

窮

四

項

第

一

号

□

の

国

子

証

明

ｉ

Ａ

ｏ

〔

ｒ

ｅ

ｄ

ｉ

ｔ

ｅ

ｄ

Ｓ

、
，

宮

ｎ

パ

プ

リ

ッ

ク

総

施

省

サ

ー

ピ

ス

２
（
平

成

十

三

年

法

務

省

告

示
第

五

号
〕

経
済
産
棄
省

の

用

に

供

す

る

た

め

に

作
成

さ

れ

た

電

子

証

明

書

（
氏

名
、

住

所

及
ぴ

出

生

の

年

月

日

の

情

報

が

含

ま

れ

て

い

る

も

の

に

硬

る
．
〕

二

商

集

登

記

規
則

第

三

十
六

条

第

四

項
第
一
一
号

ハ

の

電

子
証
明
書

Ａ

ｃ

ｃ

ｒ

Ｅ

ｄ

・
１

ｔ

Ｅ

ｄ

Ｓ

・
１

９

ｎ

パ

プ

リ

ッ

ク

サ

ー

ピ

ス
２

の
用

に

供

す
る

た

め

に

作
成

さ

れ

た

固

子

証

明

ｉ

＾
一

に
掲

げ

る

も
の

を

除

く
．
〕

○

法

鴉

讐

告

示

第

百

十

四

号

公

証

入

法

＾
明

治

四

十

一

年

法

律

第

五

十

三

号
）

第

八

条

及

ぴ

配

偶

者

か

ら

ω

暴

力
の

防

止

及

ぴ

被

害

者

の

保

邊

に

肌
す
る
法
葎

＾
平

成
十
三
年

法
魯
第
三
十
一
号
）

第
＝

十

条

の

規

定

に

基
づ

き
、

配
傭

看

か

ら

ω

暴

力

の

防

止

及

ぴ

植

害

者

の

保

邊
に

関

す

る
法

律

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

指

定

の

件

＾
平
成

十

三

年
法

務

省

告

示

第

四

百

四

十

九

号
〕

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る
。

こ

の

告

示

は
、

平

成

十

七

年

三

月
一

日
か

ら

効

カ

を
生

ず

る
。

平

成

十

七

年

二

月

二

十

四

日法
務
大
臣

南
野
知

息
子

「
徳

島

地

方

法

務

局

脇

町

支

局
」

を

「
徳

島

地

方
法

務

局
美

馬

支

局
」

に

改

め

る
．


